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第１章 環境影響評価方法書についての公告及び縦覧等 

１．１ 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7条の規定に基づき、事業者は環境の保全の見地からの意見を求

めるため、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨その他事項を公

告し、方法書を公告の日から起算して 1箇月間縦覧に供するとともに、インターネットの

利用により公表した。 

 

（１）方法書の公告及び縦覧 

① 公告の日 

平成 29年 2月 8日（水） 

 

② 公告の方法 

イ．平成 29年 2月 8日（水）付の次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 資料－１ 

・河北新報（社会面、朝刊 27面） 

・（日刊）大崎タイムス（朝刊 2面） 

・朝日新聞（宮城地域面、朝刊 25面） 

・読売新聞（宮城地域面、朝刊 29面） 

・毎日新聞（宮城地域面、朝刊 23面） 

・産経新聞（宮城地域面、朝刊 23面） 

・日本経済新聞（東北経済面、朝刊 31面） 

ロ．上記の公告に加え、次の「お知らせ」を実施した。 

・インターネットによる掲載 資料－２ 

(ｲ) 宮城県ホームページ

（https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kankyo-t/assesuinfo.html）に 

平成 29年 2月 8日（水）より掲示 

(ﾛ)大崎市ホームページ

（http://www.city.osaki.miyagi.jp/news/index.cfm/view.1.201702.-.html）に 

平成 29年 2月 8日（水）より掲示 

(ﾊ) 当社ホームページ 

（http://www.jpower.co.jp/）に 

平成 29年 2月 7日（火）より掲示 
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③ 縦覧場所 

関係地域の自治体庁舎 3箇所及び電源開発株式会社 鬼首地熱発電所 鳴子事務所１箇所

の計 4箇所にて縦覧を実施した。また、当社ホームページにおいてインターネットの利用

により公表した。 

イ．自治体庁舎 

・宮城県庁 13 階 環境生活部 環境対策課（宮城県仙台市青葉区本町 3丁目 8番 1号） 

・大崎市役所 東庁舎 1 階 市政情報センター（宮城県大崎市古川七日町 1番 1号） 

・大崎市鳴子総合支所 1 階 市民の部屋（宮城県大崎市鳴子温泉字新屋敷 65） 

 

ロ．当社 

・鬼首地熱発電所 鳴子事務所 1階 （宮城県大崎市鳴子温泉字末沢西 16番地 10） 

 

ハ．インターネットの利用による公表 

・当社ホームページに方法書及び要約書を公表した。 

http://www.jpower.co.jp/sustainability/environment/assessment/onikobe.html 

・宮城県及び大崎市のホームページから当社ホームページにリンクすることにより自治

体ホームページから方法書及び要約書を参照可能とした。 

 

④ 縦覧期間 

平成 29年 2月 8日（水）から平成 29年 3月 9日（木）までとした。 

自治体庁舎については、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日

の閉庁日は除いた。 

鬼首地熱発電所 鳴子事務所については、縦覧期間終了後も平成 29 年 3 月 23 日（木）

まで閲覧可能とした。 

縦覧時間は、各縦覧場所とも 9時から 17時までとした。 

なお、インターネットの利用による公表については、平成 29 年 2 月 8 日（水）から平

成 29年 3月 23日（木）まで閲覧可能とした。 

 

⑤ 縦覧者数 

イ．縦覧者名簿記載者数 

 総 数 0名 ［0部］ 

（内 訳）宮城県庁 0名 ［0部］ 

大崎市役所 0名 ［0部］ 

大崎市鳴子総合支所 0名 ［3部］ 

鬼首地熱発電所 鳴子事務所 0名 ［2部］ 

注：［ ］内の数値は、当社が作成し縦覧場所に備え付けた「環境影響評価方法書のあらまし」の

持ち帰り部数を示す。 

 

ロ．方法書及び要約書を公表したウェブサイトへのアクセス数 

アクセス数 ： 684回 
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１．２ 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

 

（１）方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法」第 7条の 2の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説

明会を開催した。説明会は、発電所計画地点である大崎市で開催し、説明会開催の公告は、

方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

① 開催日時 

平成 29年 2月 17日（金）18時 00分～19時 30分 

 

② 開催場所 

鳴子スポーツセンター（宮城県大崎市鳴子温泉字鷲ノ巣 85番地 4号） 

 

③ 来場者数 

14 名 

 

 

１．３ 環境影響評価方法書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 8条第 1項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有す

る者の意見書の提出を受け付けた。なお、平成 29年 2月 17日（木）に実施した説明会に

おける質問も意見として取り扱うこととしている。 

 

（１）方法書についての意見の把握 

① 意見書の提出期間 

平成 29年 2月 8日（水）から平成 29年 3月 23日（木）まで（縦覧期間及びその後 2

週間） 

※ 郵送の受付は平成 29年 3月 23日消印まで有効とした。 

 

② 意見書の提出方法 資料－３、資料－４ 

イ．縦覧場所に備え付けた意見箱への投函 

ロ．当社への郵送による書面の提出 

ハ．説明会での質問用紙の提出及び口頭質問 

 

③ 意見書の提出状況 

意見書の提出は 0通であった。なお、説明会での質問用紙の提出及び口頭質問も 0件で

あった。 
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資料－１ 

 

日刊新聞紙に記載した公告 

 

○平成 29年 2月 8日（水）掲載 

・河北新報（社会面、朝刊 27面） 

・（日刊）大崎タイムス（朝刊 2面） 

・朝日新聞（宮城地域面、朝刊 25面） 

・読売新聞（宮城地域面、朝刊 29面） 

・毎日新聞（宮城地域面、朝刊 23面） 

・産経新聞（宮城地域面、朝刊 23面） 

・日本経済新聞（東北経済面、朝刊 31面） 
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資料－２ 

(ｲ) 宮城県ホームページ 
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(ﾛ) 大崎市ホームページ 
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(ﾊ) 当社ホームページ 
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資料－３ 
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資料－４ 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された意見の概要と事業者の見解 

 

「環境影響評価法」第8条第1項の規定に基づいて、事業者に対して意見書の提出により述べ

られた意見は0件であった。 

 


